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用語説明 

【災害時小児周産期リエゾン】 

 災害時に小児・周産期医療に係る保健医療活動の総合調整を適切かつ
円滑に行えるよう、都道府県の本部等に入り、災害医療コーディネーター
（ケースによっては統括DMAT）をサポートする者 
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【災害医療コーディネーター】 

 災害時に、都道府県並びに保健所・市町村が保健医療活動の総合 

調整を適切かつ円滑に行えるように、都道府県本部又は保健所又は 

市町村の本部に入り、保健医療活動全般について助言及び支援を行う者 

【統括DMAT】 

 災害急性期に被災地の医療活動の支援に入るDMAT（災害派遣医療
チーム）の活動及び派遣調整について、都道府県本部で統括する者 
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フェーズ毎の活動チーム（国資料抜粋） 

○被災地には多くの支援チームが入り、その派遣調整が必要となる 
○また、時間経過によって医療ニーズも変化する 
 ⇒行政職員のみでは対応が困難 
   ・・・災害医療コーディネーター・災害時小児周産期リエゾンの養成 

※H31.2.8（水）厚生労働省医政局地域医療計画課長通知 より抜粋 



岩手県における災害時小児周産期リエゾン活動体制（案） 

県災害対策本部
保健福祉部（保健医療調整本部）

保健福祉企画室

（全体統括、避難所応援）

健康国保課

（保健師、栄養士、医薬品）

地域福祉課

（福祉チーム、日赤との連携）

長寿社会課

（介護施設入所者支援等）

障がい保健福祉課

（DPAT、こころのケア）

子ども子育て支援課

（児童福祉施設支援等）

医師支援推進室

（他課応援）

本部災害医療コーディネーター

各種支援チーム（DMAT、DPAT、日赤救護班等）

参集要請

サポート

医療ニーズの把握、各種支援チームの

派遣調整等に関する助言

派遣要請

市町村

（市町村災害対策本部）

市町村

（市町村災害対策本部）

地域災害医療コーディネーター地域災害医療コーディネーター

市町村

（市町村災害対策本部）

地域災害医療コーディネーター

○各種支援チームの派遣

○地域のニーズに応じた物資・人員等の支援

○傷病者や入院患者の搬送支援 等
○地域の被災状況の取り纏め・報告

○地域の支援ニーズの把握

医療政策室

（DMAT、医療救護班、ICAT）

本部長（保健福祉部長）

災害時小児周産期リエゾン

保健所
（地方支部保健医療班）

地域災害医療コーディネーター

保健所
（地方支部保健医療班）

地域災害医療コーディネーター

保健所
（地方支部保健医療班）

地域災害医療コーディネーター



災害時小児周産期リエゾンの助言・調整支援事項（例示） 

• 被災地の小児・周産期医療体制の状況（情報収集） 

• 小児・周産期医療に係るニーズ把握 

• 小児、新生児、妊産婦等における搬送手段の確保（保育器、
ヘリ等） 

• 被災地で調達が困難な物品等の調達について（おむつ、ミルク
等）                                                                       

                                    など                              
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  上記のような災害時における小児・周産期医療に係る事項につ 

 いて、災害対策本部内で専門的な助言を行う。                             

 



リエゾンの任命・要請に係る手順（概要版） 
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○　厚生労働省主催の研修会を受講した者を県から災害時小児周産期リエゾンとして任命する（知事による委嘱通知の交付）

○　県は災害時小児周産期リエゾンとして任命した者の名簿を作成し、非常時の連絡先を整理しておく 

○　知事（医療政策室長）が被災地における小児周産期関連の医療救護活動が終了したと判断した場合（地元の医療機関が保険診療による医療の

　提供を再開した場合等）にリエゾンの活動を終了する。

○　県は知事の要請により職務に従事したリエゾンに対し、実費弁償として１日につき災害救助法施行細則（昭和35年岩手県規則第59号）別表２

　に定める額を支給する。※災害医療コーディネーターと同様の取り扱い
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発 災

○ 県（医療政策室）は事前に任命
したリエゾンから、参集を要請する者を
選定する（所属施設への連絡）

○ 長期間の活動が見込まれる場合、
県は交代要員の参集を要請する

○ 県から要請を受けたリエゾンは知事が指定する場所に
参集し、小児周産期医療における専門的知見から
統括DMATや災害医療コーディネーターをサポート

参集

【参集基準】 ※以下に該当する災害が発生した際、県からの要請により参集する（災害医療コーディネーターに準拠）

① 岩手県災害対策本部第３号配備（全職員）基準時

・ 津波警報（大津波）が発表されたとき

・ 県内に震度６強又は震度７の地震が発生したとき

② 岩手県災害対策本部第３号配備（全職員）基準に達しないが、参集を要請する場合

・ 医療施設又はライフラインの被害等により、被災地における医療提供体制が十分に整わないと予想されるとき

・ 被災者の避難生活が長期に及び場合又は長期間に及ぶと予想されるとき

・ 他の都道府県において大規模災害等が発生し、小児周産期関連の患者受入が予想されるとき

要請

県災害対策本部保健福祉部

（保健医療調整本部）

被災地内の保健所（地方支部）、災害拠点病

院、周産期母子医療センター等
参集



地域への派遣について 
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 基本、リエゾンは県災害対策本部内での活動とするが、被災地域内で小児・周産期医療に係る専門 

的助言が必要と判断される場合は、保健所長は知事（医療政策室長）にリエゾンの派遣を協議、 

知事（医療政策室長）は委嘱したリエゾンの中から地域への派遣を要請する者を決定する。 

岩手県災害医療コーディネーター

○委嘱時に本部と地域に分けて委嘱

○地域コーディネーターは各医療圏毎に配置され、災害時には委嘱を受けた

地域の保健所、市町村等で活動する

本部コーディネーター

→県災害対策本部で活動

地域コーディネーター

→各保健医療圏毎で活動

災害時には委嘱を受けた地域の

保健所、市町村等で活動

災害時小児周産期リエゾン

○委嘱時に本部と地域の区分を設けない

○基本、県災害対策本部保健福祉部

（保健医療調整本部）での活動とする

保
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